
 瀬戸 母子保健法施行細則を 公 す  

  成 月 日  

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 規則第 号  

瀬戸 母子保健法施行細則  

 趣旨  

第 条 規則 母子保健法 昭和 法 第 号 法

いう 施行 い 母子保健法施行 昭和 政 第

号 及び母子保健法施行規則 昭和 厚生省 第 号 省

いう 定 ほ 必要 事項を定 す  

妊娠 届出  

第 条 法第 条 規定 妊娠 届出 妊娠届出書

す  

体重児 届出  

第 条 法第 条 規定 体重児 届出 次 掲 事項

体重児届出書を提出す 行う す  

 乳児 氏 及び生 月日  

 乳児 現在地及び電 他 連絡方法  

 乳児 性別 出生時 体重及び在胎 数  

 産婦 所 氏 及び生 月日  

 届出者 所及び氏 並び 届出者 乳児 関  

 出生 立 会 者 師 助産師 他 別及び 氏  

 前各号 掲 ほ 長 必要 認 事項  

 前項 届出 い 当 届出書 提出 え 口頭

 



養育 療 給付 実施  

第 条 長 未熟児 養育 病院又 診療所 入院す を

必要 認 対し 法第 条 規定 基 養育 療 給

付を行い 又 え 養育 療 要す 費用を支給す す

 

養育 療 給付 申請  

第 条 省 第 条第 項 規定 養育 療 給付 申請 養育

療給付申請書 次 掲 書類を添付し 行う す  

 法第 条第 項 規定す 指定養育 療機関 次項 い 指

定養育 療機関 いう 師 作成し 養育 療意見書  

 他 長 必要 認 書類  

 長 前項 規定す 申請書 提出 あ を審査し

養育 療 給付を行う を決定し 省 第 条第 項 規定

養育 療券を交付す 当 未熟児 指定養育 療

機関 旨を通知す し 養育 療 給付を行わ い 決

定し 養育 療給付不承認通知書 当 申請者 通知す

す  

費用 徴収  

第 条 長 法第 条 規定 養育 療 給付を行 場合

い 法第 条 第 項 措置 単 措置 いう を

者 被措置児 いう 又 扶養義務者 当 措置

要し 費用 全部又 一部を徴収す  

 前項 規定 徴収す 額 別表 定 額 す し

額 前項 措置 要し 費用 対し 法第 条第 項 規定

支弁し 額を超え 当 現 支弁し 額 す  



諸書類 様式  

第 条 規則 定 諸書類 様式 長 別 定  

委任  

第 条 規則 定 ほ 必要 事項 長 定  

附 則  

規則 成 月 日 施行す  

別表 第 条関  

被措置児 属す 世 階層 分 

徴収基

準月額 

徴収基準 

加算月額 

 

生活保護法 昭和 法 第 号

被保護世 単給世 を含 及び中国残留

邦人等 円滑 国 及び永 国

自立 支援 関す 法 成 法 第

号 支援給付 給世  

円 

 

 

0 

円 

 

 

0 

 

階層を除 当 度分 月 月

あ 前 度分 町村民税非課税世  

「,600 「60 

 

階層及び

階層を除

当 度

分 月

月

あ

前 度

分 町

村民税 課

税世 あ

町村民税

額 分

次 分

当す

世  

均等割 額 所得割 額 い

世  

5,400 540 

 所得割 額 あ 世  7,900 790 

 階層及び 15,000 円  10,800 1,080 



 

階層を除

前 分

月

月

あ

前々 分

所得税課

税世 あ

所得税 額

分 次

分

当す 世  

15,001 円 40,000 円  16,「00 1,6「0 

 40,001 円 70,000 円  「「,400 「,「40 

 70,001 円 18」,000 円  」4,800 」,480 

 18」,001 円 40」,000 円  49,400 4,940 

 40」,001 円 70」,000 円  65,000 6,500 

 70」,001 円 1,078,000 円  8「,400 8,「40 

 1,078,001 円 1,6」「,000 円  10「,000 10,「00 

 1,6」「,001 円 「,」0」,000 円  1「」,400 1「,」40 

「,」0」,001 円 」,117,000 円  147,000 14,700 

」,117,001 円 4,17」,000 円  17「,500 17,「50 

4,17」,001 円 5,」」4,000 円  199,900 19,990 

5,」」4,001 円 6,674,000 円  「「9,400 「「,940 

6,674,001 円  全額 

左 徴収基

準月額

％

し 額

「6,」00 円

満 い場

合 「6,」00

円 

備考 

 表 階層 均等割 額 地方税法 昭

和 法 第 号 第 条第 項第 号 規定す 均

等割 額をいい 階層 所得割 額 項第

号 規定す 所得割 額 し 法第 条 第

条 法附則第 条第 項 第 条 第 項及び第

条 第 項 規定 適用し い をいう  



 

 表 階層 階層 所得税 額

所得税法 昭和 法 第 号 租税特別措置法 昭和

法 第 号 及び災害被害者 対す 租税 減免 徴収

猶予等 関す 法 昭和 法 第 号 規定並び

成 月 日雇児発 第 号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知 控除廃 影響を 費用徴収制度等

厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管 制度 限

扱い い 計算さ 所得税 額をいう し

次 掲 規定 適用し い す  

 所得税法第 条第 項 条第 項第 号及び第 号 規

定す 寄附金 い 地方税法第 条 第 項第

号 規定す 寄附金 限 第 条第 項及び第 条第

項 第 項  

 租税特別措置法第 条第 項 第 項 第 条

第 条 第 項 第 項 第 項及び第 項 第

条 第 項 第 条 第 項及び第

項 第 条 第 項及び第 項並び 第 条

第 項 

 租税特別措置法等 一部を改 す 法 成 法 第

号 附則第 条 

 次 各号 掲 場合 徴収月額 い 当 各号 掲

す  

 一世 時 人 未熟児 給付を 場合 

月 徴収基準月額 最 多額 被措置児 外 被措置児  



 

い 徴収基準加算月額 算定す  

 階層 外 各階層 属す 世 属す 被措置児 入

院期間 月未満 あ 場合 次 算式 算定し 額を

徴収月額 す  

表 徴収基準月額又 徴収基準加算月額× 月 入院

期間 日数 月 実日数  

 被措置児 民法 明治 法 第 号 第 条 規

定す 扶養義務者 い場合 徴収月額 徴収し い し

当 被措置児 町村民税又 所得税 課せ い 場合

当 課税 額等 徴収月額を徴収す す  

 被措置児 属す 世 当 被措置児 一世 者 外

者 現 当 被措置児を扶養し い う 当 被措置児

扶養義務者 全 を含 す  

 表 全額 被措置児 措置 要し 費用

長 支弁すべ 額又 費用総額 療保険各法及び感染症

予防及び感染症 患者 対す 療 関す 法 成 法

第 号 負担額を差し引い 残 額をいう  

 


